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X 6257：2022  

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 6257:2017 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 X 6257：2022 
 

長期データ保存用光ディスクの品質判別方法及び 

長期保存システムの運用方法 

Quality discrimination method of optical disks and operating method of 

storage system for long-term data preservation 

 

1 適用範囲 

この規格は，光ディスク及び光ディスクドライブ（以下，ドライブという。）を使用する長期保存システ

ムにおいて，デジタルデータを長期間保存するための光ディスクの品質判別方法及び長期保存システムの

運用方法について規定する。 

この規格は，証拠性を重視し，誤操作，意図的な上書き及び消去を防止可能な追記形（レコーダブル）

光ディスク及び再生専用形（ROM）光ディスクに適用する。 

データ保存システムのユーザは，この規格を次に適用可能である。 

－ 情報保存用の光ディスクを使用するデータ保存システムの構築 

－ 十分な寿命をもつことが期待できる高品質な追記形光ディスク及び再生専用形光ディスクに記録され

たデータ品質を評価確認する初期品質検査 

－ 継続的に光ディスクに記録されたデータ品質の劣化の程度（データの復元性）を監視する定期品質検

査 

製造業者は，この規格を追記形及び再生専用形光ディスクを使用した長期データ保存システムの構築に

適した光ディスク及びドライブの供給に適用可能である。 

この規格は，次について規定する。 

－ 長期保存用途に使用する追記形光ディスクとドライブとの組合せ 

－ 追記形光ディスクの品質判別基準及び長期保存システム運用方法 

－ 再生専用形光ディスクの品質検査及び長期保存システムの運用方法 

－ BD レコーダブルディスクの欠陥管理を用いた品質判別基準 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS X 6230 情報の交換及び蓄積用のデジタル記録媒体－120 mm 単層（25 ギガバイト／ディスク）及

び 2 層（50 ギガバイト／ディスク）BD レコーダブルディスク 


